
２年間の通学をサポートしてくれた提供会員さんに

届いた、子どもさんからのお手紙です。お引越しを

機にサポート終了となりました。 

こうした゛心の通い合い″も、ファミサポならではで

す。 ※手紙の中の「あーちゃん」とは、提供会員さんの愛称です。 

Q1 どういう時に預かるの？ 

 

残業の時の保育施設や学童クラブからの迎え預かり、塾への送迎、 

短時間の就労の際の預かり、買物などの外出時の預かりなどがあり、 

依頼があったときのみの預かりとなります。 

 

Q2 何歳位までの子どもを預かるのですか？ 

 

生後 56日以上～小学校 6年生までのうち、預かり可能な年齢のお子さんを預かっていただきます。 

 

Q3 どこで子どもを預かるのですか？ 

 

原則、提供会員の自宅としていますがその限りではありません。 

 

Q4 なぜ、たくさんの提供会員が必要なのですか？ 

 

子どもを預かってほしい人の希望・条件は、十人十色です。条件の合う人が近所に住んでいる確率

は低く、提供会員が見つからない場合もあります。様々な条件を持つたくさんの方に登録していた

だければ、多種多様な依頼に対応することができると考えます。 

 

Q5 子どもの預かりは毎日ですか？ 

 

日数や時間は、条件や内容によって異なりますが、ファミリーサポートセンターは、長い期間にわ

たる預かりが目的ではありません。 

 

Q6 仕事をしているのですが登録できますか？ 

 

ボランティアですので、掛け持ちもかまいません。 

ただし、料金の授受が発生しますので、職場の了解を得て活動してください。 

 

Q7 センターと会員の関係は？ 

 

センターの役割は会員間で行う相互援助活動の調整を行うことです。会員はセンターを構成する構

成員であり、センターと雇用関係にはありません。 

依頼会員が提供会員に援助活動をしてもらうか否か、どのような活動をしてもらうかは、依頼・提

供双方の会員の自由意思に基づくものであり、最終的に決まった援助活動の内容は会員同士の契約

（準委任契約）ということになります。したがって、報酬は依頼会員から提供会員に直接支払うこと

になります。 

※センターでは、預かり中の事故に備えて補償保険に加入しています。（保険料はセンターが一括負担） 

 

 


